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研究成果の概要（和文）：本研究は、①実践やその記録、教科書、学習指導要領の分析，②授業研究会を通した
意見交換の場の設定を通して、人権感覚の育成のための学習の条件を明らかにした。資料の収集とそのテキスト
分析とインターネット上でのプラットフォームの設定、授業映像の共有及び遠隔会議システム（zoom）を活用し
た授業研究会の分析が本研究の中心となる。
特に、授業研究会では、資料の翻訳及び通訳を用いることで、韓国及び中国と日本の小学校、中学校の教員が、
共通の授業場面をオンライン上で共有し、学習についての意見交換する場を設定した。また、ここでの意見交換
をテキスト分析を通して、人権感覚の育成のための体験的な学習の条件を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This study clarified the conditions for learning to develop a sense of human
 rights through (i) analysis of practices, their records, textbooks and study guidelines, and (ii) 
setting up a platform for the exchange of opinions through lesson study groups. Collecting materials
 and analysing their textual analysis and setting up a platform on the internet, sharing class 
videos and analysing lesson study groups using a teleconferencing system (ZOOM) are central to this 
study.
In particular, in the class study group, by using translation and interpretation of the materials, a
 platform was set up for teachers from primary and secondary schools in Korea and China and Japan to
 share common class scenes online and exchange opinions on learning. Through textual analysis of the
 exchange of opinions here, the conditions for experiential learning to develop a sense of human 
rights were also identified.

研究分野： 学習評価

キーワード： 体験的な活動　知的理解　人権感覚　条件

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は2つの意義がある。1つは学習指導要領や教科書の構成及びテキスト分析から、「人権感覚の育成のため
の体験的な学習の条件」の基礎的情報を経年的に整理した点である。2つは、異なる文化圏の教員をオンライン
上でつなげ、学習場面についての意見交換を可能とした点である。これらを通して、個々の体験にとらわれがち
な「学習場面」について、文書資料及び視聴覚資料の共有を通した根拠のある対話の条件を整え、一般化した条
件を明らかにすることにつながったといえる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｆ－１９－２ 
１．研究開始当初の背景 

1994 年に国際連合で「人権教育のための国連 10 年」が決議採択された。これを受け、日本で
も人権教育についての取り組みが盛んにおこなわれており、特に、「人権感覚の育成」を目的に
据えた総合的な教育が必要とされている。このような教育を実践する際、実際の授業における学
習においては、「協力」、「参加」、「体験」といった「体験的な学習」の有効性と意義が指摘され
ることが多い。一方で、これらのほとんどは、単なる活動にとどまり、「人権感覚の育成」に直
結していないとの指摘もある。この背景には、「総合的な教育」を支える個々の教科の学習、特
に「人権に関する知的理解に関する学習」と「体験的な学習」の関連が理論づけられていないか
らといえる。以上を踏まえ、「人権に関する知的理解」と「体験的な学習」との関連を理論づけ、
「人権感覚の育成」の条件を明らかにすることが求められる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、学校におけるより効果的な「人権感覚の育成」のための条件整備である。そ

のために、人権教育として行われている「総合的な教育」と教科の学習についての捉えなおしを
行う。 
・教科に関する学習における「知的理解に関する学習」と「体験的な学習」の関係性の整理 
・授業者から見た「知的理解に関する学習」と「体験的な学習」の捉え方の整理 

 以上、2 点、それぞれの検証と両者の関係性を整理することで、「人権感覚の育成」のための
条件整備につなげる。 
 
３．研究の方法 
 研究当初は、まず、「人権教育」についての実践の分析を行い、次に、研究協力者による授業
実践の分析及びインタビューを通して、分析の裏付けを行い、そして、これらによって明らかに
なった「条件」を踏まえた実践を行い、本研究の仮説を示すことが目的であった。しかし、2020
年から始まる全世界的な Covid19 の流行により、小学校、中学校、高等学校で行われる実践へ
の参観及び実施、また、教員や児童・生徒へのインタビューなどの研究に取り組むことが難しい
状況となった。そこで、2020 年以降は、オンラインを通した「授業検討会」という形で、授業
者や児童生徒による捉え方を明らかにすることとした。そのため、研究の方法として以下のよう
な形となった。 
① 先行する実践やその記録、教科書、学習指導要領の分析 
② オンラインを活用した「授業検討会」の実施による授業者の意見交換の場の設定 
まず、①を通して、教育課程や教科書にみられる制度上において、「知的理解に関する学習」

と「体験的な学習」とが関連づいているかどうかの検証を行った。②では、インターネット上で
の「授業実践」を共有するプラットフォームを設定し、授業映像の共有及び遠隔会議システム
（zoom）を活用した授業検討会を行った。この検討会の実施の方法とともに、この検討会を通し
て得られた参会者の「体験的な学習」の場面に対する意見交換の実際の分析を行った。授業検討
会では、授業に関する資料の事前の翻訳及び検討会当日の通訳を用いることで、韓国及び中国と
日本の小学校、中学校の教員が、共通の授業場面をオンライン上で共有し、学習についての意見
交換する場を設定した。 
以上に示した制度上の分析と授業検討会の分析・検証が本研究の方法となる。 

 
４．研究成果 
本研究の成果としては、以下の 2つが挙げられる。1つは学習指導要領や教科書の構成及びテ

キスト分析から、「人権感覚の育成」のための「体験的な学習」の条件の基礎的情報を経年的に
整理した点である。2つは、異なる文化圏の教員をオンライン上でつなげ、学習場面についての
意見交換を可能とした点である。 
まず、1つ目については、「知的理解に関する学習」が多いとされる「社会系教科」を対象に、

学習指導要領及び教科書の分析を行った。分析の結果、以下のような点が明らかとなった。 
① 小学校社会科の学習指導要領（2008 年版と 2017 年版の比較）の記述から、「内容」ではな

く、「方法」についての記述の増加がみられる。また、それに対応し、教科書も、「学習の
ための方法」を核とした構成となっている。（井上、2021a） 

② 高等学校地歴科及び公民科の学習指導要領（1989 年、2000 年、2008 年、2017 年版の比較）
の記述においても、「内容」から「方法」の記述の増加がみられる。（井上、2021b） 

単に「方法」についての記述の増加だけでなく、観点別評価の観点として挙げられている「知
識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう態度」の 3つの区別と関係性が、より明
確になっているのも特徴の 1 つである。このように、制度上、教科の学習においても、「知的理
解に関する学習」を中心としたものから、それらの活用を中心とした学習重視の方向が見られる
ことが分かる。 
 次に、2つ目については、2021 年は 韓国と日本、2022 年は中国と日本の小学校教員及び教員
養成系の大学院生をオンライン上でつなげ、「体験的な学習」の場面を中心とした日本の授業実



践についての意見交換を行った。その結果、以下の点が明らかになった。 
③ 対面ではない形での「授業検討会」の方法・やり方」を提示した（オンラインでの授業検

討会の可能性と課題の提示）。 
④ 「母語ではないコミュニケーションを前提とした授業」の共有による傾向と課題が明らか

になった。（井上、2023） 
今回は、異なる国・文化圏の教師及び学生による意見交換であったため、視覚的に、体験的な

学習の「授業場面」を共有し、さらに、教科書や教育課程の翻訳及び検討会での通訳等でその理
解を補った。参会者の発言やコメントの分析から、参会者は、「体験的な学習」の捉え方の違い
を意識することはできたが、そのような学習が成立する条件の考察にまで至ることはできなか
ったことが分かる。しかし、「体験的な学習」が固定的なものではなく、国や文化圏の違いによ
って異なることが共有されたという点は大きいと言えよう。 
以上、2点を踏まえると、制度上における「体験的な学習」の位置づけを明らかにした点、ま

た、個々の体験にとらわれがちな「学習場面」について、視聴覚資料の共有を通した根拠のある
対話の条件を整え、比較可能にした点が本研究の成果といえる。 
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